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「申告が必要な人」確認フローチャート
スタート

次のうちから該当するものを選んでください

令和４年１月１日の住所は釡石市 １月１日の住所地市区町村に
確認してください

市民税･県民税の申告は
必要ありません

市民税・県民税の申告が必要です

所得税の確定申告をする

令和３年中に収入があった

給与収入があった

収入は給与のみ

収入は1カ所のみで
年末調整済み

生命保険料、社会保険料、扶養などの
所得控除を追加する

年金収入があった

収入は年金のみ

※非課税収入（障害年金、遺族
年金など）のみの人「No」へ

所得税の確定申告をする人の例
・給与や公的年金以外の所得が
20万円を超える人

・医療費控除などの所得控除を
申告することによって所得税
が還付になる人 ※どなたかが被扶養者として申告し

ている場合でも、税証明の必要な
人は申告してください

※申告書は郵送で提出してください
提出先
　〒026-8686　只越町3-9-13
　釡石市役所 税務課 市民税係

事業収入（自営業、漁業、農業
など）や不動産、雑所得などの
収入があった

市民税・県民税の申告は
必要ありません

市民税・県民税の申告が必要です
左ページの申告受付日程表を確認の上、忘れずに申告してください
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個人市民税・
県民税の申告

【便利な電子申告をご利用ください】
～釡石税務署からのお知らせ～

問い合わせ　釡石税務署　☎25-2081（代表）
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「申告が必要な人」確認フローチャート
スタート

次のうちから該当するものを選んでください

令和４年１月１日の住所は釡石市 １月１日の住所地市区町村に
確認してください

市民税･県民税の申告は
必要ありません

市民税・県民税の申告が必要です

所得税の確定申告をする

令和３年中に収入があった

給与収入があった

収入は給与のみ

収入は1カ所のみで
年末調整済み

生命保険料、社会保険料、扶養などの
所得控除を追加する

年金収入があった

収入は年金のみ

※非課税収入（障害年金、遺族
年金など）のみの人「No」へ

所得税の確定申告をする人の例
・給与や公的年金以外の所得が
20万円を超える人

・医療費控除などの所得控除を
申告することによって所得税
が還付になる人 ※どなたかが被扶養者として申告し

ている場合でも、税証明の必要な
人は申告してください

※申告書は郵送で提出してください
提出先
　〒026-8686　只越町3-9-13
　釡石市役所 税務課 市民税係

事業収入（自営業、漁業、農業
など）や不動産、雑所得などの
収入があった

市民税・県民税の申告は
必要ありません

市民税・県民税の申告が必要です
左ページの申告受付日程表を確認の上、忘れずに申告してください

令和４年度 市民税・県民税申告受付日程表

月 日 曜
受付地域

受付会場
午前 午後

2

7 月 野田町

小佐野コミュニティ
会館

8 火 小佐野町・定内町

9 水 甲子町第11～16地割 桜木町・新町・住吉町・
礼ケ口町

10 木 小川町
14 月 栗林町第3～15地割 栗林町第16～24地割 橋野地区多目的集

会施設（橋野ふれあ
いセンター）15 火 橋野町第1～32地割 橋野町第33～43地割

16 水 鵜住居町1～5丁目 鵜住居町第1～22地割
鵜住居公民館17 木 鵜住居町第23～30地割・両石町

18 金 片岸町・箱崎町
21 月 甲子町第1～3地割 甲子町第4地割

甲子公民館22 火 甲子町第5～7地割 甲子町第8地割
24 木 甲子町第9地割
25 金 甲子町第10地割

28 月 唐丹町（小白浜） 唐丹町（片岸・川目・
山谷） 唐丹公民館

3
1 火 唐丹町（花露辺・大曽

根・桜峠）
唐丹町（上荒川・荒川・
下荒川・大石・向・屋形）

2 水 平田第1～3地割 平田集会所3 木 平田町1～3丁目・平田第4～9地割

月 日 曜日 受付
地域 受付会場

3

4 金 市内
全域

シープラザ釡石
2階

5 土 休み

6 日

市内
全域

シープラザ釡石
2階

7 月

8 火

9 水

10 木

11 金

12 土 休み

13 日 市内
全域

シープラザ釡石
2階14 月

15 火
市内全域（休館日のため、
「西側（教育センター側）
入り口」のみ開放）

■受付期間　２月７日㈪～３月15日㈫
■受付時間　午前の部：９時～11時30分（シープラザ釡石：９時30分～　入館は９時～）午後の部：13時～15時30分
※午後の部の終了時刻が、昨年より30分早まりました

○新型コロナウイルス感染症予防のため、午前と午後で申告受付地域を指定しています
○可能な限り、指定した日程での申告をお願いします
○会場ではマスク着用や手指消毒のご協力をお願いします
○次のいずれかの症状がある人は、申告会場への入場はお断りさせていただきます
　・37.5度以上の発熱がある
　・咳や喉の痛みなどの風邪症状がある

　令和３年分確定申告からマイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利に
なります。
　新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、自宅から申告できるスマートフォン
などでの申告をぜひご利用ください。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
　なお、釡石税務署は、所得税などの確定申告について申告書作成会場を開設します。申告書作
成会場への入場には、混雑緩和のため、「入場整理券」が必要です。「入場整理券」はスマート
フォンアプリ「LINE」での事前発行か税務署での当日配布で取得できます。配付方法の詳細は、
別途国税庁ホームページなどでお知らせします。
　「入場整理券」の当日配付分が終了した場合は、後日の来署をお願いします。

◆場所　釡石税務署２階（小佐野町３-８-24）
◆期間　２月14日㈪～３月15日㈫（土・日曜日、祝日を除く）
◆時間　９時～17時※駐車場は利用台数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください
◆申告・納期限

申告・納期限 振替納付日
所得税及び復興特別所得税 ３月15日㈫ ４月21日㈭
消費税及び地方消費税 ３月31日㈭ ４月26日㈫

贈与税 ３月15日㈫
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確定申告書
作成コーナー
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　 住　所　　　　釜石市●●町▲-▲-▲ 氏　名

１　医療費通知に記載された事項
医療費通知を添付する場合、右記の(1)～(3)を記入します。

円 ㋐ 円 ㋑ 円

２　医療費（上記１以外）の明細

㋒ ㋓

(㋐＋㋒) (㋑＋㋓)

３　控除額の計算
242,000 円

100,000円

142,000円
3,226,000円
161,300円

100,000円

42,000円

Eと10万円のいずれか
少ないほうの金額

医療費控除額(C－F)

令和３年分　医療費控除の明細書【内訳書】

医療費の合計

支払った医療費
保険金などで

補てんされる金額

差引金額

所得金額の合計額

D×0.05

０ 円

２ の 合 計

☐医療品購入 □その他の医療費

〃 ▲▲薬局 3,500円

☑診療・治療 ☐介護保険サービス

☐医療品購入 □その他の医療費

☐診療・治療 □介護保険サービス

☐診療・治療 ☐介護保険サービス

☑医療品購入 □その他の医療費

25,000円釜石　花子

▲▲薬局

釜石　太郎 ●●病院

■■病院〃

〃

●●病院

病院・薬局などの
支払先の名称

(3)医療費の区分 支払った医療費の
額

(4)のうち生命保険
や社会保険などで補
てんされる金額

０ 円

☑医療品購入 ☐その他の医療費

☑診療・治療 ☐介護保険サービス

☑診療・治療
☐医療品購入

☐介護保険サービス
☐その他の医療費

※この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制は受けられません。

242,000 円 100,000 円

189,500 円 100,000 円

医療費通知に記載
された医療費の額

(1)のうちその年中に実
際に支払った医療費の
額

(2)のうち生命保険
や社会保険などで
補てんされる金額

150,000 円 100,000 円

０ 円

０ 円

1,000円

10,000円

釜石　太郎

医療を受けた方
の指名

記入が済んだら、申告の際にその他の控除関係書類とともに職員に提出してください

令和３年１月～１２月に自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のため
に支払った医療費の領収書をもとに、医療を受けた人ごと、病院や薬局ごと
に集計してください

支払った医療費の額の合計をAに、補てんされる金
額の合計をBに記入してください

ここに記入した医療費は「２医療費の明細」に
は記入しないでください

記入例

◎支払った医療費のうち、生命保険契約などで支給される入院
費給付金や健康保険などで支給される高額療養費などを記入し
てください
◎保険金などで補てんされる金額は、その補てんの対象とされ
る医療費ごとに差し引き、支払った医療費の金額を上回る部分
の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
へ

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、あ
ら
か
じ
め
、医
療
を
受
け
た
人
ご
と
、支
払
先（
病
院・薬
局

な
ど
）ご
と
に
分
け
て
記
入
し
た「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」を
作
成
し
、ご
来
場
く
だ
さ
い
。

※ 

作
成
し
て
い
な
い
場
合
、会
場
設
置
の
記
載
台
な
ど
で
ご
自
身
で
作
成
を
お
願
い
し
ま
す

　
医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
で
５
年
間
保
管
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

～領収書を整理するイメージ～

医療費領収書
釡石太郎 様

医療費領収書
釡石太郎 様

●●病院
計150,000円

医療費領収書
釡石太郎 様

■■病院
計1,000円

医療費領収書
釡石太郎 様

▲▲薬局
計10,000円

医療費領収書
釡石花子 様

▲▲薬局
計3,500円

医療費領収書
釡石花子 様

●●病院
計25,000円

医療費領収書
釡石花子 様
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新型コロナワクチンの追加接種（３回目）を行います
　新型コロナワクチンは、高い発症予防効果などがある一方、感染予防効果や、高齢者の重症化予防
効果が、時間の経過に伴い、徐々に低下していくと示唆されています。
　このため、感染拡大防止および重症化予防の観点から、市は「できるだけ速やかに接種を進める」
ことを基本方針として、２回目の接種を完了した18歳以上の方を対象に、国の方針に沿って２回目
の接種から７カ月経過した方から前倒しで追加接種を進めます。
　３回目の接種では１・２回目に接種したワクチンの種類にかかわらず、接種時に供給されているワ
クチンを使用します。なお、mRNAワクチン（ファイザー社または武田／モデルナ社）のうち、どち
らのワクチンを使用しても、効果や安全性に問題はないことが国から示されました。集団接種では、
武田／モデルナ社ワクチンを使用しますがファイザー社ワクチンを希望する方は市新型コロナワクチ
ン接種推進室にご相談ください。

接種券の送付
　追加接種の対象者には、１月上旬から、順次、接種券を送付します。
※ 他の市町村で２回目を接種した後に、当市に転入した場合や、接種記録の補正が必要な場合には、接種券が送
付されません。該当する人は、市新型コロナワクチン接種推進室へご連絡ください

接種の予約方法と接種場所

予約方法 予約開始日時 受付時間

①電話予約　市コロナワクチン接種予約コールセンター
　　　　　　☎0120-011-275（通話料無料） ２回目の接種日により

異なります。次の表で
ご確認ください

９時～17時
（月～金曜日、祝日を除く）

②コミュニケーションアプリ　LINE（ライン）予約 24時間対応

※予約の際は、接種券番号などが必要です。接種券を手元にご用意ください
※ コールセンターはつながりにくい場合があるため、LINEでの予約をおすすめします
※ 代理予約が可能ですが、確認などは、予約を行ったLINEアカウント（端末）から行う必要があります
※ LINE予約できない人（①市が発行した３回目の接種券を持っていない人、②市が発行した接種券以外で２回
目の接種をした人）は、コールセンターで予約してください

※ 直接予約を受け付ける医療機関、2回目接種者への予約確認の連絡を行う医療機関があります。
　詳細は6・７ページの一覧表でご確認ください

◆予約の受付
　予約の受付開始日は、２回目の接種を完了した日に
よって異なります。２回目の接種日・会場は接種済証
で確認できます。

２回目の接種完了日 予約受付開始日時

６月13日㈰までの人 １月19日㈬９時～

６月20日㈰までの人 １月26日㈬９時～

６月27日㈰までの人 ２月 2日㈬９時～

７月 4日㈰までの人 ２月 9日㈬９時～

７月11日㈰までの人 ２月16日㈬９時～

７月18日㈰までの人 ２月24日㈭９時～

７月25日㈰までの人 ３月 2日㈬９時～

７月31日㈰までの人 ３月 9日㈬９時～

LINE予約

見  本

２回目の接種日・会場
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